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第
一
章 

 

総
則 

  

（
事
業
の
種
類
等
） 

第
一
条 

当
社
は
、
鉄
道
運
送
事
業
者
（
軌
道
経
営
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
貨
物
の
運
送
又
は
当
該
運
送
を
利
用
し 

て
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
行
う
貨
物
の
運
送
に
係
る
次
の
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
行
い
ま
す
。 

 
 
 

第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
事
業
を
い
う｡

) 
 
 
 

第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
（
同
法
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
事
業
を
い
う
。
） 

２ 

当
社
は
、
前
項
の
事
業
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
い
ま
す
。 

 

（
適
用
範
囲
） 

第
二
条 

当
社
の
経
営
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
は
、
こ
の
約
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
約
款
に
定
め
の
な
い
事
項
は
、 

法
令
又
は
一
般
の
慣
習
に
よ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
約
款
に
定
め
の
な
い
事
項
で
あ
っ
て
鉄
道
（
軌
道
を
含
む
。
以
下 

同
じ
。
）
に
よ
る
運
送
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
鉄
道
運
送
に
適
用
さ
れ
る
法
令
、
そ
の
鉄
道
運
送
事
業
者
の
定 

め
た
約
款
そ
の
他
の
規
則
及
び
そ
の
鉄
道
運
送
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
慣
習
に
よ
り
ま
す
。 

２ 

当
社
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
令
に
反
し
な
い
範
囲
で
、
特
約
の
申
込
み
に
応
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

第
二
章 

利
用
運
送
契
約 

 

第
一
節 

利
用
運
送
の
申
込
み
及
び
引
受
け 

 

（
受
付
日
時
） 

第
三
条 

当
社
は
、
受
付
日
時
を
定
め
、
店
頭
に
掲
示
し
、
又
は
当
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
ま
す
。 

２ 

前
項
の
受
付
日
時
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
店
頭
に
掲
示
し
、
又
は
当
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
ま
す
。 

 

（
利
用
運
送
の
順
序
） 

第
四
条 

当
社
は
、
利
用
運
送
の
申
込
み
を
受
け
た
順
序
に
よ
り
、
貨
物
の
利
用
運
送
を
行
い
ま
す
。
た
だ
し
、
鉄
道
の
輸
送
上 

の
事
由
そ
の
他
正
当
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

（
利
用
運
送
の
申
込
み
） 

第
五
条 

当
社
に
貨
物
の
利
用
運
送
を
申
込
む
者
（
以
下
「
申
込
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
利
用
運
送
申
込 

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 
 

一 

申
込
者
の
氏
名
又
は
商
号
並
び
に
住
所
及
び
電
話
番
号 

 
 

二 

貨
物
の
品
名
、
重
量
又
は
容
積
及
び
個
数
並
び
に
荷
造
り
の
種
類
及
び
記
号 

 
 

三 

荷
送
人
及
び
荷
受
人
の
氏
名
又
は
商
号
並
び
に
住
所
及
び
電
話
番
号 

 
 

四 

集
貨
及
び
配
達
又
は
発
送
及
び
到
着
の
希
望
日
時 

 
 

五 

集
貨
先
及
び
配
達
先
又
は
発
送
地
及
び
到
着
地
（
団
地
、
ア
パ
ー
ト
そ
の
他
高
層
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及 

び
電
話
番
号
を
含
む
。
） 

 

六 

作
成
年
月
日 

 

七 

発
駅
及
び
着
駅 

 

八 

鉄
道
運
送
の
取
扱
種
別 

 

九 

運
賃
、
料
金
（
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
積
込
料
又
は
取
卸
料
、
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
待
機
時
間
料
、
第
四
十 

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
附
帯
業
務
料
等
を
い
う
。
）
、
燃
料
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
、
有
料
道
路
利
用
料
、
諸
掛
金
、
立
替 

金
そ
の
他
の
費
用
（
以
下
「
運
賃
、
料
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
方
法 

 
 

十 

次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
そ
の
旨 

 
 

 

イ 

貨
物
の
車
両
又
は
鉄
道
の
車
両
へ
の
積
込
み
又
は
取
卸
し
を
委
託
す
る
と
き
。 

 
 

 

ロ 

第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
貨
物
の
積
込
み
又
は
取
卸
し
を
委
託
す
る
と
き
。 

 
 

 

ハ 

第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
附
帯
業
務
を
委
託
す
る
と
き
。 

 
 

 

二 

貨
物
の
着
扱
店
留
置
そ
の
他
特
別
の
取
扱
い
を
請
求
す
る
と
き
。 

 
 

 

ホ 

着
地
の
取
扱
店
を
指
定
す
る
と
き
。 

 
 

 

へ 

運
送
保
険
契
約
を
締
結
す
る
と
き
。 

 
 

 

ト 

損
傷
そ
の
他
貨
物
に
異
状
が
あ
る
と
き
。 

 
 

 

チ 

免
責
特
約
が
あ
る
と
き
。 

 
 

十
一 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

２ 

前
項
に
お
い
て
、
当
社
が
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す 

る
方
法
で
あ
っ
て
当
社
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
利
用
運
送
の
申
込
み
方
法
を
定
め
て
い
る
と
き
は
、 

前
項
の
利
用
運
送
申
込
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
利
用
運
送
申
込
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す 

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
申
込
者
は
、
当
該
利
用
運
送
申
込
書
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
。 

 

（
運
送
の
引
受
け
） 

第
六
条 

当
社
は
、
前
条
第
一
項
の
利
用
運
送
申
込
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
込
者
と
の
協
議
に
よ
り
、
当
該
運 

送
を
引
き
受
け
る
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
利
用
運
送
引
受
書
を
交
付
し
ま
す
。 

 
 

一 

集
貨
及
び
配
達
又
は
発
送
及
び
到
着
の
予
定
日
時 

 
 

二 

運
賃
、
料
金
等
の
額 

２ 

当
社
は
、
あ
ら
か
じ
め
申
込
者
の
承
諾
を
得
て
、
前
項
の
利
用
運
送
引
受
書
の
交
付
に
代
え
て
、
当
該
利
用
運
送
引
受 

書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
社
は
、
当
該
利 

用
運
送
引
受
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
。 

 

（
貨
物
の
種
類
及
び
性
質
の
確
認
） 

第
七
条 

当
社
は
利
用
運
送
の
申
込
み
が
あ
っ
た
と
き
は
、
貨
物
の
種
類
及
び
性
質
を
明
告
す
る
こ
と
を
申
込
者
に
求
め
る
こ
と 

が
あ
り
ま
す
。 

２ 

当
社
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
貨
物
の
種
類
及
び
性
質
に
つ
き
申
込
者
が
告
げ
た
こ
と
に
疑
い
が
あ
る
と
き
は
、
申 

込
者
の
同
意
を
得
て
、
そ
の
立
会
い
の
上
で
、
こ
れ
を
点
検
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

３ 

当
社
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
点
検
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
貨
物
の
種
類
及
び
性
質
が
申
込
者
の
明
告
し
た
と
こ
ろ
と 

異
な
ら
な
い
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
し
ま
す
。 

４ 

当
社
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
点
検
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
貨
物
の
種
類
及
び
性
質
が
申
込
者
の
明
告
し
た
と
こ
ろ
と 

異
な
る
と
き
は
、
申
込
者
に
点
検
に
要
し
た
費
用
を
負
担
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

（
引
受
拒
絶
） 

第
八
条 

当
社
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
利
用
運
送
の
引
受
け
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 
 
 

一 

当
該
利
用
運
送
の
申
込
み
が
、
こ
の
約
款
に
よ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。 

 
 
 

二 

申
込
者
が
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
明
告
を
せ
ず
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
点
検
の
同
意
を
与
え
な
い

と
き
。 

 
 
 

三 

当
該
利
用
運
送
に
関
し
、
申
込
者
か
ら
特
別
の
負
担
を
求
め
ら
れ
た
と
き
。 

 
 
 

四 

当
該
利
用
運
送
が
、
法
令
の
規
定
又
は
公
の
秩
序
若
し
く
は
善
良
な
風
俗
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
。 

 
 
 

五 

天
災
、
鉄
道
の
輸
送
事
情
の
逼
迫
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
。 

 

（
荷
造
り
） 

第
九
条 

荷
送
人
は
、
貨
物
の
性
質
、
重
量
、
容
積
、
運
送
距
離
、
鉄
道
運
送
の
取
扱
種
別
等
に
応
じ
て
、
運
送
に
耐
え
る
よ
う 

に
荷
造
り
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

２ 

当
社
は
、
荷
造
り
が
十
分
で
な
い
貨
物
で
あ
っ
て
も
、
当
社
が
他
の
貨
物
に
対
し
て
損
害
を
与
え
な
い
と
認
め
、 

か
つ
、
荷
送
人
が
書
面
に
よ
り
荷
造
不
備
に
よ
る
当
該
貨
物
の
損
害
を
負
担
す
る
こ
と
を
承
諾
し
た
と
き
は
、
そ
の 

利
用
運
送
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

（
外
装
表
示
等
）                                                   

第
十
条 

荷
送
人
は
、
貨
物
の
外
装
に
次
の
事
項
を
見
や
す
い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
当
社 

が
、
必
要
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。                                                 

一 

荷
送
人
及
び
荷
受
人
の
氏
名
又
は
商
号
及
び
住
所 

二 

品
名 

三 

個
数 

四 

そ
の
他
貨
物
の
取
扱
い
に
必
要
な
事
項 

２ 

荷
送
人
は
、
当
社
が
認
め
た
と
き
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
荷
札
を
も
っ
て
前
項
の
外
装
表
示 

に
代
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

（
貴
重
品
及
び
危
険
品
に
つ
い
て
の
特
則
） 

第
十
一
条 

荷
送
人
（
第
六
条
第
一
項
の
利
用
運
送
引
受
書
の
交
付
を
受
け
た
申
込
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
貴 

重
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
当
該
貨
物
が
貴
重
品
で
あ
る
旨
及
び
価
額 

そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
利
用
運
送
申
込
書
に
明
記
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

２ 

荷
送
人
は
、
危
険
品
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
当
該
貨
物
が
危
険
品
で
あ
る 

旨
を
明
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
及
び
当
該
貨
物
の
品
名
、
性
質
そ
の
他
の
当
該
貨
物
の
安
全
な
運
送
に
必
要
な 

事
項
を
利
用
運
送
申
込
書
に
明
記
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
貨
物
の
外
部
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ 

ば
な
り
ま
せ
ん
。 

３ 

前
二
項
の
貴
重
品
及
び
危
険
品
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
鉄
道
運
送
事
業
者
の
定
め
る
約
款
そ
の
他
の
規
則
に
よ
る
貴
重 

品
及
び
危
険
品
を
い
い
ま
す
。 

 

（
代
替
輸
送
） 

第
十
二
条 

当
社
は
、
荷
送
人
の
利
益
を
害
し
な
い
限
り
、
利
用
運
送
を
引
き
受
け
た
貨
物
の
運
送
を
他
の
運
送
機
関
に 

よ
る
運
送
に
変
更
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
運
送
上
の
責
任
は
、
こ
の
約
款
に
基
づ
い
て
当
社
が
負
い
ま
す
。 

 

第
二
節 

貨
物
の
受
取
及
び
引
渡
し 

 

（
受
取
及
び
引
渡
し
の
場
所
） 

第
十
三
条 

当
社
は
、
利
用
運
送
申
込
書
に
記
載
さ
れ
た
集
貨
先
又
は
受
取
場
所
に
お
い
て
荷
送
人
又
は
荷
送
人
の
指
定 

す
る
者
か
ら
貨
物
を
受
け
取
り
、
利
用
運
送
申
込
書
に
記
載
さ
れ
た
配
達
先
又
は
引
渡
場
所
に
お
い
て
荷
受
人
又
は 

荷
受
人
の
指
定
す
る
者
に
貨
物
を
引
き
渡
し
ま
す
。 

  
 

 

（
積
付
け
、
積
込
み
又
は
取
卸
し
） 

第
十
三
条
の
二 

貨
物
の
積
付
け
は
、
当
社
の
責
任
に
お
い
て
こ
れ
を
行
い
ま
す
。 

２ 

当
社
は
、
貨
物
の
積
込
み
又
は
取
卸
し
を
引
き
受
け
た
場
合
に
は
、
当
社
の
責
任
に
お
い
て
こ
れ
を
行
い
ま
す
。 

 

（
管
理
者
等
に
対
す
る
引
渡
し
） 

第
十
四
条 

当
社
は､

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
貨
物
の
引
渡
し
を
も
っ
て
荷
受 

人
に
対
す
る
引
渡
し
と
み
な
し
ま
す
。 

一 

配
達
先
が
住
宅
の
場
合 

そ
の
配
達
先
に
お
け
る
同
居
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者 

二 

配
達
先
が
前
号
以
外
の
場
合 

そ
の
管
理
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者 

 

（
再
配
達
） 

第
十
五
条 

 

当
社
は
、
荷
受
人
の
不
在
そ
の
他
当
社
が
責
任
を
負
わ
な
い
事
由
に
よ
り
、
配
達
し
た
貨
物
を
持
戻
っ
た
と 

き
は
、
荷
受
人
の
請
求
に
よ
り
、
そ
の
者
の
費
用
に
お
い
て
再
配
達
し
ま
す
。 

２ 

当
社
は
、
貨
物
を
持
戻
っ
た
と
き
は
、
荷
受
人
に
そ
の
旨
を
通
知
し
ま
す
。 

 
（
留
置
権
行
使
） 

第
十
六
条 
当
社
は
、
着
地
に
お
い
て
運
賃
、
料
金
等
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
貨
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
支
払
を
受
け
た 

後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
貨
物
の
引
渡
し
を
い
た
し
ま
せ
ん
。 

２ 

当
社
は
、
商
人
で
あ
る
荷
送
人
が
弁
済
期
に
あ
る
運
賃
、
料
金
等
を
支
払
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
荷
送
人
と 

の
利
用
運
送
契
約
に
よ
っ
て
当
社
が
占
有
す
る
荷
送
人
所
有
の
貨
物
を
留
置
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

（
荷
送
人
に
対
す
る
指
図
の
催
告
） 

第
十
七
条 

当
社
は
、
荷
受
人
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
荷
送
人
に
対
し
相
当
の
期
間
を
定 

め
、
そ
の
貨
物
の
処
分
に
つ
き
指
図
す
る
こ
と
を
催
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

２ 

当
社
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
荷
受
人
に
対
し
相
当
の
期
間
を
定
め
、
そ
の
貨
物
の
受
取 

を
催
告
し
、
そ
の
期
間
経
過
後
、
さ
ら
に
荷
送
人
に
対
し
前
項
に
規
定
す
る
指
図
と
同
じ
内
容
の
催
告
を
す
る
こ
と 

が
で
き
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

一 

荷
受
人
が
着
地
に
お
い
て
支
払
う
べ
き
運
賃
、
料
金
等
を
支
払
わ
な
い
と
き
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

二 

荷
受
人
が
貨
物
の
受
取
を
拒
み
、
又
は
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
こ
れ
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。 

 

（
着
地
に
お
い
て
運
賃
、
料
金
等
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
返
還
） 

第
十
八
条 

当
社
は
、
着
地
に
お
い
て
運
賃
、
料
金
等
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
貨
物
で
あ
っ
て
、
荷
受
人
が
そ
の
支
払
を 

行
わ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
図
を
催
告
し
た
の
ち
、
相
当
の
期
間
を
経
過
し
て
も
、
当 

該
貨
物
の
引
渡
し
を
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
荷
送
人
の
負
担
に
お
い
て
、
荷
送
人
に
当
該
貨
物
を
返 

還
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

（
引
渡
不
能
貨
物
の
寄
託
と
通
知
） 

第
十
九
条 

当
社
は
、
当
社
が
責
任
を
負
わ
な
い
事
由
に
よ
り
、
貨
物
の
引
渡
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
荷 

送
人
又
は
荷
受
人
の
負
担
を
も
っ
て
貨
物
を
倉
庫
営
業
者
に
寄
託
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

２ 

当
社
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
貨
物
の
寄
託
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
荷
送
人
又
は
荷
受
人
に
通
知 

し
ま
す
。 

３ 

当
社
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
貨
物
の
寄
託
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
倉
荷
証
券
の
発
行
が
あ
っ
た
と
き
は
、 

そ
の
証
券
の
交
付
を
も
っ
て
貨
物
の
引
渡
し
に
代
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

４ 

当
社
は
、
第
一
項
の
費
用
の
弁
済
を
受
け
る
ま
で
倉
荷
証
券
を
留
置
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

（
引
渡
不
能
貨
物
の
供
託
） 

第
二
十
条 

当
社
は
、
荷
受
人
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
第
十
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、 

そ
の
貨
物
を
供
託
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

２ 

当
社
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
貨
物
の
供
託
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
荷
送
人
又
は
荷
受
人
に
そ
の
旨
を
通
知
し 

ま
す
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
第
十
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
し
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前 

項
中
「
荷
送
人
」
と
あ
る
の
は
「
荷
送
人
及
び
荷
受
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
し
ま
す
。 

 

（
引
渡
不
能
貨
物
の
競
売
） 

第
二
十
一
条 

当
社
は
、
荷
送
人
及
び
荷
受
人
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
発
駅
及
び
着
駅
の
営
業
所
に
次 

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
公
告
し
た
後
三
月
を
経
過
し
て
も
、
な
お
、
そ
の
権
利
者
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き 

は
、
そ
の
貨
物
を
競
売
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
損
敗
し
や
す
い
貨
物
は
公
告
後
三
月
以
内
で
も
競
売
す 

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

一 

発
駅
及
び
着
駅 

二 

貨
物
の
品
名
、
荷
姿
及
び
数
量 

三 

貨
物
の
保
管
場
所  

四 

公
告
後
三
月
以
内
に
申
出
が
な
い
と
き
は
競
売
す
る
旨 

五 

公
告
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

２ 

当
社
は
、
第
十
七
条
第
一
項
の
指
図
を
催
告
し
て
も
荷
送
人
が
そ
の
指
図
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
貨
物
を
競
売 

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
損
敗
し
や
す
い
貨
物
は
催
告
し
な
い
で
も
競
売
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

３ 

当
社
は
、
第
十
七
条
第
二
項
の
指
図
を
催
告
し
て
も
荷
送
人
が
そ
の
指
図
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
貨
物
を
競
売 

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
損
敗
し
や
す
い
貨
物
は
催
告
し
な
い
で
も
競
売
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

４ 

当
社
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
競
売
を
し
た
と
き
は
荷
送
人
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
競
売
を
し
た
と
き
は
荷 

送
人
及
び
荷
受
人
に
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
通
知
し
ま
す
。 

５ 

当
社
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
競
売
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
代
価
を
も
っ
て
運
賃
、
料
金
等 

及
び
催
告
又
は
競
売
に
要
し
た
費
用
に
充
当
し
、
な
お
不
足
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
不
足
額
の
支
払
を
荷
送
人
に
請 

求
し
、
余
剰
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
額
を
供
託
し
ま
す
。 

 

（
引
渡
不
能
貨
物
の
任
意
売
却
） 

第
二
十
二
条 

当
社
は
、
荷
受
人
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
第
十
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い 

て
、
貨
物
が
損
敗
し
や
す
い
も
の
で
あ
っ
て
、
前
条
の
手
続
を
と
る
い
と
ま
が
な
い
と
き
は
、
荷
送
人
又
は
荷
受
人 

の
利
益
の
た
め
に
公
正
な
第
三
者
を
立
ち
会
わ
せ
て
、
当
該
貨
物
を
売
却
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
売
却
に
は
、
前
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
を
準
用
し
ま
す
。 

 

第
三
節 

運
賃
及
び
料
金 

 

（
運
賃
、
料
金
等
） 

第
二
十
三
条 

運
賃
、
料
金
等
（
燃
料
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
適
用
方
法
は
、
当
社
が
別
に
定
め
る
運
賃
料 

金
表
に
よ
り
ま
す
。 



 

 

２ 

前
項
の
運
賃
、
料
金
等
に
つ
い
て
、
調
達
す
る
燃
料
の
市
場
価
格
に
応
じ
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
燃
料
サ
ー
チ 

ャ
ー
ジ
を
収
受
し
ま
す
。 

３ 
第
一
項
の
運
賃
、
料
金
等
に
つ
い
て
、
荷
送
人
又
は
当
社
の
一
方
は
、
賃
金
水
準
又
は
物
価
水
準
の
変
動
に
よ
り
運
賃
、 

料
金
等
の
額
が
不
適
当
と
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
一
方
に
対
し
、
額
の
変
更
の
協
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま 

す
。 

 

（
運
賃
、
料
金
等
の
支
払
方
法
） 

第
二
十
四
条 

当
社
は
、
運
賃
、
料
金
等
に
つ
い
て
は
、
利
用
運
送
の
引
受
け
を
し
た
と
き
に
荷
送
人
か
ら
申
し
受
け
ま
す
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
運
賃
、
料
金
等
の
額
が
確
定
し
な
い
と
き
は
、
荷
送
人
か
ら
そ
の
概
算
額
の
前
渡
し
を
受
け
、 

確
定
後
こ
れ
を
精
算
し
ま
す
。 

３ 

当
社
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
運
賃
、
料
金
等
を
着
払
と
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
だ 

し
、
貨
物
の
価
額
が
運
賃
、
料
金
等
を
担
保
す
る
に
足
り
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
着
払
の
取
扱
い
を
い
た
し
ま
せ
ん
。 

  

（
積
込
料
又
は
取
卸
料
） 

第
二
十
五
条 

当
社
は
、
貨
物
の
積
込
み
又
は
取
卸
し
を
引
き
受
け
た
場
合
に
は
、
当
社
が
別
に
定
め
る
料
金
又
は
実
際
に
要
し 

た
費
用
を
収
受
し
ま
す
。 

  

（
待
機
時
間
料
） 

第
二
十
六
条 

当
社
は
、
車
両
が
貨
物
の
発
地
又
は
着
地
に
到
着
後
、
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
責
に
よ
り
待
機
し
た
時
間
（
荷
送 

人
又
は
荷
受
人
が
貨
物
の
積
込
み
若
し
く
は
取
卸
し
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
附
帯
業
務
を
行
う
場
合
に 

お
け
る
待
機
し
た
時
間
を
含
む
。
）
に
応
じ
て
、
当
社
が
別
に
定
め
る
料
金
を
収
受
し
ま
す
。 

 

（
延
滞
料
） 

第
二
十
七
条 

当
社
は
、
利
用
運
送
の
引
受
け
を
し
た
と
き
ま
で
（
着
払
の
運
賃
、
料
金
等
に
あ
っ
て
は
、
着
地
に
お
い
て
荷
受 

人
に
引
渡
し
を
し
た
と
き
ま
で
）
に
荷
送
人
又
は
荷
受
人
が
運
賃
、
料
金
等
を
支
払
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
期
日 

の
翌
日
か
ら
支
払
を
し
た
日
ま
で
の
期
間
に
対
し
、
年
利
十
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
延
滞
料
を
申
し
受
け
ま
す
。 

 
  

（
運
賃
請
求
権
） 

第
二
十
八
条 

当
社
は
、
貨
物
の
全
部
又
は
一
部
が
天
災
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
滅
失
し
、
若
し
く
は
相
当
程
度 

の
損
傷
が
生
じ
た
と
き
又
は
当
社
が
責
任
を
負
う
事
由
に
よ
り
滅
失
し
た
と
き
は
、
当
該
滅
失
し
、
又
は
損
傷
を
生
じ
た 

貨
物
に
係
る
運
賃
、
料
金
等
を
請
求
し
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
社
は
、
既
に
運
賃
、
料
金
等
の
全
部
又
は
一 

部
を
収
受
し
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
を
払
い
戻
し
ま
す
。 

２ 

当
社
は
、
貨
物
の
全
部
又
は
一
部
が
そ
の
性
質
若
し
く
は
欠
陥
又
は
荷
送
人
が
責
任
を
負
う
事
由
に
よ
っ
て
滅
失
し
た 

と
き
は
、
運
賃
、
料
金
等
の
全
額
を
収
受
し
ま
す
。 

 

（
特
別
費
用
） 

第
二
十
九
条 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
要
し
た
費
用
は
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
負
担
と
し
ま
す
。 

一 

荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
指
示
に
よ
り
集
貨
先
又
は
配
達
先
を
変
更
し
た
と
き
。 

二 

第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
荷
送
人
の
指
図
に
応
じ
た
と
き
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
運
送
経
路
又 

は
運
送
方
法
を
変
更
し
た
と
き
。 

三 

そ
の
他
当
社
が
特
別
の
負
担
を
し
た
と
き
。 

 

（
中
止
手
数
料
） 

第
三
十
条 

当
社
は
、
運
送
の
中
止
の
指
図
に
応
じ
た
場
合
に
は
、
荷
送
人
が
責
任
を
負
わ
な
い
事
由
に
よ
る
と
き
を
除
い
て
、 

中
止
手
数
料
を
請
求
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
荷
送
人
が
、
利
用
運
送
引
受
書
に
記
載
し
た
集
貨
予
定
日
の
三 

日
前
ま
で
に
運
送
の
中
止
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

２ 

前
項
の
中
止
手
数
料
は
、
次
の
各
号
の
と
お
り
と
し
ま
す
。 

 
   

一 

利
用
運
送
引
受
書
に
記
載
し
た
集
貨
予
定
日
の
前
々
日
に
中
止
の
指
図
を
し
た
と
き 

当
該
利
用
運
送
引
受
書
に
記 

載
し
た
運
賃
、
料
金
等
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
内 

 
   

二 

利
用
運
送
引
受
書
に
記
載
し
た
集
貨
予
定
日
の
前
日
に
中
止
の
指
図
を
し
た
と
き 

当
該
利
用
運
送
引
受
書
に
記
載 

し
た
運
賃
、
料
金
等
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
内 

 
   

三 

利
用
運
送
引
受
書
に
記
載
し
た
集
貨
予
定
日
の
当
日
に
中
止
の
指
図
を
し
た
と
き 

当
該
利
用
運
送
引
受
書
に
記
載 

し
た
運
賃
、
料
金
等
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
内 

 

第
四
節 

事
故
及
び
指
図 

 

（
貨
物
の
処
分
権
） 

第
三
十
一
条 

荷
送
人
は
、
当
社
に
対
し
て
、
利
用
運
送
の
取
消
し
、
荷
受
人
の
変
更
、
貨
物
の
返
送
そ
の
他
の
処
分
を
請
求
す 

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

２ 

前
項
の
処
分
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
社
に
対
し
書
面
に
よ
る
通
知
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
荷
送
人
の
権
利
は
、
貨
物
が
到
達
地
に
到
着
し
た
場
合
に
お
い
て
、
荷
受
人
が
貨
物
の
引
渡
し
又 

は
そ
の
損
害
賠
償
の
請
求
を
し
た
と
き
は
、
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

４ 

当
社
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
運
輸
上
の
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
指
図
に 

応
じ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す｡ 

５ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
図
に
応
じ
な
い
と
き
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
荷
送
人
に
通
知
し
ま
す
。 

 

（
運
賃
、
料
金
等
の
払
戻
し
と
追
徴
） 

第
三
十
二
条 

当
社
は
、
前
条
第
一
項
の
処
分
に
応
じ
た
場
合
は
、
そ
の
処
分
に
応
じ
て
鉄
道
運
送
事
業
者
等
の
定
め
た
約
款
そ 

の
他
の
規
則
に
準
じ
て
、
運
賃
、
料
金
等
の
払
戻
し
を
し
、
又
は
追
徴
金
を
申
し
受
け
ま
す
。 

 

（
運
送
経
路
等
の
変
更
） 

第
三
十
三
条 

当
社
は
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
当
初
の
運
送
経
路
又
は
運
送
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な 

く
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
処
理
に
つ
い
て
期
限
を
定
め
て
荷
送
人
の
指
図
を
催
告
し
ま
す
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
社
の
定
め
た
期
限
ま
で
に
荷
送
人
の
指
図
が
な
い
と
き
、
又
は
荷
送
人
の
指
図
を
ま
つ
い 

と
ま
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
荷
送
人
の
利
益
の
た
め
に
、
当
社
の
裁
量
に
よ
り
運
送
経
路
又
は
運
送
方
法
を
変
更 

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

３ 

当
社
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
運
送
経
路
又
は
運
送
方
法
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
荷
送
人
に
そ
の
旨
を
通
知 

し
ま
す
。 

 

（
危
険
品
の
処
分
） 

第
三
十
四
条 

当
社
は
、
第
十
一
条
第
三
項
に
定
め
る
危
険
品
に
つ
き
、
同
条
第
二
項
に
よ
る
明
告
及
び
明
記
が
な
か
っ
た
場
合 

に
お
い
て
、
運
送
上
の
危
険
を
除
去
す
る
た
め
、
そ
の
貨
物
の
取
卸
し
、
一
時
留
置
そ
の
他
の
必
要
な
処
分
を
す
る
こ 

と
が
あ
り
ま
す
。
明
告
及
び
明
記
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
貨
物
が
他
の
貨
物
に
損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
生 

じ
た
と
き
も
同
様
と
し
ま
す
。 

２ 

前
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
要
し
た
費
用
は
、
荷
送
人
の
負
担
と
し
ま
す
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
荷
送
人
に
通
知
し
ま
す
。 

 

第
五
節 

責
任 

 

（
損
害
賠
償
責
任
） 

第
三
十
五
条 

当
社
は
、
貨
物
の
受
取
か
ら
引
渡
し
ま
で
の
間
に
そ
の
貨
物
が
滅
失
し
若
し
く
は
損
傷
し
、
若
し
く
は
そ
の
滅
失 

若
し
く
は
損
傷
の
原
因
が
生
じ
、
又
は
貨
物
が
延
着
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負 

い
ま
す
。
た
だ
し
、
当
社
が
、
自
己
又
は
そ
の
使
用
人
そ
の
他
当
社
が
運
送
を
委
託
し
た
者
が
そ
の
貨
物
の
受
取
、
集
配
、 

積
卸
し
、
引
渡
し
、
保
管
及
び
運
送
に
つ
い
て
注
意
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り 

ま
せ
ん
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ン
テ
ナ
に
詰
め
ら
れ
た
貨
物
の
滅
失
、
損
傷
に
つ
い
て
は
、
当
該
貨
物
が
次
の
要
件 

を
満
た
し
、
か
つ
、
当
社
が
運
送
に
関
し
通
常
払
う
べ
き
注
意
義
務
を
尽
し
た
こ
と
を
証
明
し
た
と
き
は
、
当
社
に
対
し 

損
害
賠
償
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
社
又
は
当
社
の
使
用
人
そ
の
他
利
用
運
送
の
た
め
に
使
用
し
た
者
の
故
意 

又
は
過
失
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 
 
 
 
 
 

一 

荷
送
人
が
当
該
貨
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
詰
め
た
と
き
。 

 
 
 
 
 
 

二 

コ
ン
テ
ナ
の
封
印
に
異
常
が
な
い
と
き
。 

 

（
貴
重
品
に
つ
い
て
の
特
則
） 

第
三
十
六
条 

当
社
は
、
第
十
一
条
第
三
項
に
定
め
る
貴
重
品
に
つ
い
て
は
、
そ
の
種
類
及
び
価
額
の
明
告
が
な
い
と
き
は
、
そ 

の
滅
失
、
損
傷
又
は
延
着
に
つ
い
て
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
せ
ん｡

 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
ま
せ
ん
。 

 
 
 
 
 
 

一 

利
用
運
送
契
約
の
締
結
の
当
時
、
貨
物
が
貴
重
品
で
あ
る
こ
と
を
当
社
が
知
っ
て
い
た
と
き
。 

 
 
 
 
 
 

二 

当
社
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
貴
重
品
の
滅
失
、
損
傷
又
は
延
着
が
生
じ
た
と
き
。 

 

（
荷
送
人
の
申
告
等
の
責
任
） 

第
三
十
七
条 

当
社
は
、
貨
物
の
内
容
を
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
利
用
運
送
申
込
書
の
記
載
に
よ
り
又 

は
荷
送
人
の
申
告
に
よ
り
利
用
運
送
引
受
書
に
品
名
、
数
量
及
び
価
額
を
記
載
し
た
と
き
は
、
そ
の
記
載
に
つ
い
て
責
任 

を
負
い
ま
せ
ん
。 

（
利
用
運
送
申
込
書
等
の
記
載
の
不
完
全
等
の
責
任
） 

第
三
十
八
条 

当
社
は
、
利
用
運
送
申
込
書
又
は
外
装
表
示
若
し
く
は
荷
札
に
お
け
る
記
載
が
、
不
実
、
不
正
確
又
は
不
完 

全
で
あ
っ
た
た
め
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
そ
の
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
社
が
損
害
を
被
っ
た
と
き
は
、
荷
送
人
が
そ
の
責
任
を
負
う
も
の
と
し
ま
す
。 

 

（
免
責
） 

第
三
十
九
条 

当
社
は
、
次
の
事
由
に
よ
る
貨
物
の
滅
失
、
損
傷
又
は
延
着
に
つ
い
て
は
、
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
せ 

ん
。 

一 

荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
故
意
、
過
失 

二 

貨
物
の
き
ず
、
自
然
の
消
耗
、
虫
食
、
鼠
害 

三 

貨
物
の
性
質
に
よ
る
発
火
、
爆
発
、
む
れ
、
か
び
、
腐
敗
、
変
色
、
変
質
、
さ
び
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
事
由 

四 

同
盟
罷
業
、
同
盟
怠
業
、
暴
動
、
政
治
的
又
は
社
会
的
騒
擾
そ
の
他
の
事
変
、
強
盗 

五 

不
可
抗
力
に
よ
る
火
災
、
風
水
害
等 

六 

法
令
又
は
公
権
力
の
発
動
に
よ
る
運
送
の
差
止
め
、
開
装
、
没
収
、
抑
留
又
は
第
三
者
へ
の
引
渡
し 

 

（
損
害
賠
償
額
） 

第
四
十
条 

当
社
が
責
任
を
負
う
事
由
に
よ
り
貨
物
が
滅
失
又
は
損
傷
し
た
場
合
は
、
そ
の
引
渡
し
が
さ
れ
る
べ
き
地
及
び 

時
に
お
け
る
貨
物
の
価
額
を
限
度
と
し
て
賠
償
し
ま
す
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
滅
失
又
は
損
傷
の
た
め
支
払
う
こ
と
を
要
し
な
い
運
賃
そ
の
他
の
費
用
は
、
賠
償
額
よ 

り
控
除
し
ま
す
。 

３ 

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
貨
物
の
価
額
又
は
損
害
額
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
と
き
は､

公
正
な
第
三
者
の
鑑
定 

又
は
評
価
に
よ
り
そ
の
額
を
決
定
し
ま
す｡ 

４ 

当
社
が
責
任
を
負
う
事
由
に
よ
り
貨
物
が
延
着
し
た
場
合
の
損
害
賠
償
の
額
は
、
特
約
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
運 

賃
、
料
金
等
の
総
額
を
限
度
と
し
ま
す
。 

 

（
悪
意
又
は
重
大
な
過
失
） 

第
四
十
一
条 

当
社
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
社
の
悪
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
貨
物
が
滅
失
、
損
傷
又
は 

延
着
し
た
と
き
は
、
一
切
の
損
害
を
賠
償
し
ま
す｡ 

  
     

（
当
社
の
責
任
の
消
滅
） 

第
四
十
二
条 

貨
物
の
損
傷
又
は
一
部
損
失
に
つ
い
て
の
当
社
の
責
任
は
、
荷
受
人
が
異
議
を
と
ど
め
な
い
で
貨
物
を
受 

け
取
っ
た
と
き
は
、
消
滅
し
ま
す
。
た
だ
し
、
貨
物
に
直
ち
に
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
損
傷
又
は
一
部
滅
失
が 

あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
荷
受
人
が
引
渡
し
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
当
社
に
対
し
て
そ
の
旨
の
通
知
を
発
し
た
と 

き
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
貨
物
の
引
渡
し
の
当
時
、
当
社
が
そ
の
貨
物
に
損
傷
又
は
一
部
滅
失
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て 

い
た
と
き
は
、
適
用
し
ま
せ
ん
。 

３ 

荷
送
人
が
第
三
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
利
用
運
送
の
一
部
又
は
全
部
を
当
社
が
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
貨 

物
の
利
用
運
送
に
係
る
荷
受
人
が
貨
物
の
引
渡
し
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
荷
送
人
に
対
し
て
、
貨
物
に
直
ち
に 

発
見
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
損
傷
又
は
一
部
滅
失
が
あ
っ
た
旨
の
通
知
を
発
し
た
と
き
は
、
荷
送
人
に
対
す
る
当
社 

の
責
任
に
係
る
第
一
項
た
だ
し
書
の
期
間
は
、
荷
送
人
が
当
該
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で 

延
長
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
。 

 
第
四
十
三
条 

当
社
の
責
任
は
、
貨
物
の
引
渡
し
が
さ
れ
た
日
（
貨
物
の
全
部
滅
失
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
引
渡
し 

が
さ
れ
る
べ
き
日
）
か
ら
一
年
以
内
に
裁
判
上
の
請
求
が
さ
れ
な
い
と
き
は
、
消
滅
し
ま
す
。 

２ 
前
項
の
期
間
は
、
貨
物
の
滅
失
、
損
傷
又
は
延
着
に
よ
る
損
害
が
発
生
し
た
後
に
限
り
、
合
意
に
よ
り
、
延
長
す 

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

３ 

荷
送
人
が
第
三
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
利
用
運
送
の
一
部
又
は
全
部
を
当
社
が
行
う
場
合
に
お
い
て
、
荷
送
人
が 

第
一
項
の
期
間
内
に
損
害
を
賠
償
し
又
は
裁
判
上
の
請
求
を
さ
れ
た
と
き
は
、
荷
送
人
に
対
す
る
当
社
の
責
任
に
係 

る
同
項
の
期
間
は
、
荷
送
人
が
損
害
を
賠
償
し
又
は
裁
判
上
の
請
求
を
さ
れ
た
日
か
ら
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
延 

長
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
。 

 

（
賠
償
に
基
づ
く
権
利
取
得
） 

第
四
十
四
条 

当
社
が
貨
物
の
全
部
の
価
額
を
賠
償
し
た
と
き
は
、
そ
の
貨
物
に
対
す
る
一
切
の
権
利
は
当
社
に
帰
属
し 

ま
す
。 

 

第
三
章 

附
帯
業
務
等 

 

（
附
帯
業
務
等
及
び
附
帯
業
務
料
） 

第
四
十
五
条 

当
社
は
、
貨
物
の
荷
造
り
、
保
管
又
は
仕
分
、
代
金
の
取
立
て
、
立
替
え
、
検
収
及
び
検
品
、
横
持
ち
及 

び
縦
持
ち
、
棚
入
れ
、
ラ
ベ
ル
貼
り
、
は
い
作
業
そ
の
他
の
通
常
貨
物
利
用
運
送
事
業
に
附
帯
し
て
一
定
の
時
間
、 

技
能
、
機
器
等
を
必
要
と
す
る
業
務
（
以
下
「
附
帯
業
務
」
と
い
う
。
）
等
を
引
き
受
け
た
場
合
に
は
、
当
社
が 

別
に
定
め
る
料
金
又
は
実
際
に
要
し
た
費
用
を
収
受
し
、
当
社
の
責
任
に
お
い
て
こ
れ
を
行
い
ま
す
。 

 

（
品
代
金
取
立
て
の
追
付
等
） 

第
四
十
六
条 

品
代
金
取
立
て
の
追
付
又
は
取
立
代
金
の
変
更
は
、
当
該
貨
物
の
発
送
前
に
し
て
、
か
つ
、
関
係
書
類
の 

発
送
前
に
限
り
、
そ
の
取
扱
い
を
い
た
し
ま
す
。 

 

（
品
代
金
取
立
料
の
払
戻
し
） 

第
四
十
七
条 

当
社
は
、
品
代
金
取
立
て
の
取
扱
い
を
し
た
貨
物
に
対
し
、
荷
送
人
が
当
該
貨
物
の
発
送
後
、
代
金
取
立 

て
の
委
託
を
取
消
し
た
場
合
、
又
は
荷
送
人
若
し
く
は
荷
受
人
が
責
任
を
負
う
事
由
に
よ
り
、
代
金
の
取
立
て
が
不 

能
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
品
代
金
取
立
料
の
払
戻
し
を
い
た
し
ま
せ
ん｡

 
 

 

（
付
保
） 

第
四
十
八
条 

利
用
運
送
の
申
込
み
に
際
し
、
当
社
の
申
出
に
よ
り
荷
送
人
が
承
諾
し
た
と
き
は
、
当
社
は
、
荷
送
人
の 

署
名
又
は
記
名
捺
印
を
い
た
だ
き
、
荷
送
人
の
費
用
に
よ
っ
て
運
送
保
険
の
締
結
を
引
き
受
け
ま
す
。 

２ 

保
険
料
率
そ
の
他
運
送
保
険
に
関
す
る
事
項
は
、
店
頭
に
掲
示
し
、
又
は
当
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し 

ま
す
。 

 

（
附
帯
業
務
等
に
つ
い
て
の
責
任
） 

第
四
十
九
条 

当
社
が
附
帯
業
務
等
を
引
き
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
社
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
五
節(

責
任)

 

の
規
定
を
準
用
し
ま
す
。 

当社は、「鉄道貨物運送」の「第二種貨物利用運送業者」です。 
 
 ・業務の範囲 
   ①一般事業 
   ②鉄道貨物運送の種類：コンテナ輸送 
   ③特殊な分野の鉄道貨物輸送に限って事業を行わない 



【第二種利用運送事業・鉄道】 

１． 利用運送の区域または区間、及び貨物の集配の拠点 

拠点駅 仕向駅 拠点駅 仕向駅 

札幌貨物ターミナル駅 

日本貨物鉄道㈱の 

貨物取扱駅 

金沢貨物ターミナル駅 

日 本 貨 物 鉄 道 ㈱

の貨物取扱駅 

苫小牧貨物駅 多治見駅 

富良野駅 岐阜貨物ターミナル駅 

東青森駅 名古屋貨物ターミナル駅 

仙台貨物ターミナル駅 豊橋駅 

岩沼駅 四日市駅 

盛岡貨物ターミナル駅 富山貨物駅 

秋田貨物駅 京都貨物駅 

郡山貨物ターミナル駅 吹田貨物ターミナル駅 

新潟貨物ターミナル駅 大阪貨物ターミナル駅 

南長岡駅 百済貨物ターミナル駅 

矢板駅 安治川口駅 

宇都宮貨物ターミナル駅 岡山貨物ターミナル駅 

倉賀野駅 東水島駅 

越谷貨物ターミナル駅 東福山駅 

土浦駅 広島貨物ターミナル駅 

水戸駅 宇部駅 

新座貨物ターミナル駅 新南陽駅 

東京貨物ターミナル駅 伯耆大山駅 

隅田川駅 高松貨物ターミナル駅  

八王子駅 松山貨物駅  

千葉貨物駅 北九州貨物ターミナル駅 

横浜羽沢駅 福岡貨物ターミナル駅 

相模貨物駅 鳥栖貨物ターミナル駅 

竜王駅 鍋島駅 

北長野駅 長崎駅 

南松本駅 鹿児島貨物ターミナル駅 

沼津駅 西大分駅 

静岡貨物駅 熊本駅 

西浜松駅 
八代駅 

南福井駅 

※仙台貨物ターミナル駅は山形コンテナ代行基地を経由する貨物運送に関する集配も行う事ができる。 

※宇都宮貨物ターミナル駅は羽生コンテナ代行基地を経由する貨物運送に関する集配も行う事ができる。 

※名古屋貨物ターミナル駅は刈谷コンテナ代行基地を経由する貨物運送に関する集配も行う事ができる。 

※高松貨物ターミナル駅は高知コンテナ代行基地、徳島コンテナ代行基地を経由する貨物運送に関する集配も行

う事ができる。 

※南福井駅は敦賀港コンテナ代行基地を経由する貨物運送に関する集配も行うことができる。 

以 上 




